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令和８・９年度入札参加資格審査申請（指名願）を
受け付けます

ロードし、必要事項を記入
③申請書以外の提出書類のうち、該当する書類を

ＰＤＦデータ化
④申請書およびＰＤＦデータをアップロード
※詳細は、町ホームページをご覧ください。
有効期間・対象事業者

①定期申請（令和８・９年度）
令和８年４月１日㈬～令和10年３月31日㈮

　ア　県外建設工事事業者
　　　（県外に主たる事業所（本社）がある者）
　イ　測量・建設コンサルタントなどの事業者
　ウ　物品購入、役務の提供などの事業者
　※イ・ウは県内・県外を問いません。
②追加申請（令和８年度）

令和８年４月１日㈬～令和９年３月31日㈬
　県内建設工事事業者
　（県内に主たる事業所（本社）がある者）

申請期間
令和８年１月５日㈪～２月６日㈮
申請方法【電子申請システム：ＢＩD‒ＥＮＴＲＹ】

①利用者登録（他の自治体で登録の場合は不要）
②「入札参加資格審査申請書（Excel）」をダウン

問 財政課　管財係　☎096（232）2130

固定資産の届け出は忘れずに

町内で事業を営む人は、償却資産の申告
をお願いします
　町内で事業を営む個人および法人がその事業用
に使う償却資産（土地、家屋以外の資産）は固定資
産税の課税対象です。申告の依頼文を12月中に
送付しますので、１月１日現在で、町内に所有し
ている人は、申告書の提出をお願いします。依頼
文が届かない場合でも、１月１日現在で償却資産
を町内に所有している人は申告が必要です。
償却資産の例

⃝アパート経営：駐車場舗装、外構工事、植栽、
外灯、駐輪場など

⃝農業：ビニールハウス、ロータリー、管理機、
保冷庫など

⃝その他：パソコンなどの電子機器、事業用機材、
看板、太陽光発電設備など
申告期限

令和８年１月31日㈯　当日消印有効

家屋を取り壊したら届け出をお願いします
　固定資産税は毎年１月１日現在の状況で課税さ
れます。住宅や倉庫など家屋の一部または全部を
取り壊したときは、法務局への滅失登記または税
務課への滅失届の手続きが必要です。特に令和７
年中の取り壊しは、手続きをしない場合、翌年度
も引き続き課税される場合がありますので、早め
の手続きをお願いします。

登記をせずに家屋の新築・増築などをし
たら届け出をお願いします
　家屋の登記をせずに新築・増築したり、売買や
相続などによる所有者の変更、事業所を居宅とし
て利用したりするなど用途を変更した場合は、税
務課へ届け出をお願いします。建築確認手続きが
不要な10平方㍍未満の増築も課税対象のため届
け出が必要です。

問 税務課　固定資産税係　☎096（232）4911

年末年始の「ごみ収集と直接持ち込み」と「し尿くみ取り」
のお知らせ

ごみを直接持ち込む場合
家庭ごみ（指定袋に入れる必要はありません）

40㌔㌘以下：無料
50㌔㌘以上：280円（税込）
　　　　　　 以降は10㌔㌘ごとに加算
粗大ごみ

10㌔㌘以下：110円（税込）
　　　　　　 以降は10㌔㌘ごとに加算

テレビや冷蔵庫などの「特定家電品目」については家電リサイクル券と別途で配送料500円（171㍑以上の
冷蔵庫・冷凍庫は千円）が必要となります。
※納付は現金のみ対応しています。

日程表
⃝収集日以外は、ごみ一時保管所にごみを出さないでください。

問 環境生活課　環境生活係　☎096（232）2114

期日 ごみ収集
（通常のごみ出し）

ごみを直接持ち込む場合

し尿くみ取り
燃やすごみ

可燃性粗大ごみ
（菊池環境工場

クリーンの森合志）

資源物、不燃物、
不燃性粗大ごみ、

特定品目
（環境美化センター）

12月25日㈭

ごみ収集カレンダー
のとおり 午前８時30分　　

　　～午後５時※

午後８時30分　　
　　～午後５時※

12月19日㈮の午後５時
までに依頼のあった分
を、12月29日㈪午後２
時までにくみ取ります。

12月26日㈮

12月27日㈯

12月28日㈰

12月29日㈪

12月30日㈫

休み

12月31日㈬

休み 休み
１月１日㈭

休み
１月２日㈮

１月３日㈯

１月４日㈰

１月５日㈪ ごみ収集カレンダー
のとおり

午前８時30分
～午後５時※

午前８時30分
～午後５時※

通常どおり
１月６日㈫ 午前８時30分～正午

午後１時～午後５時
午前８時30分～正午
午後１時～午後５時

問い合わせ先 環境生活課
☎096（232）2114

菊池環境工場
クリーンの森合志
☎096（248）0330

環境美化センター
☎096（293）1222

中野衛生㈲
☎096（232）0636

※通常受付不可としている正午～午後１時も開放します。
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（燃やすごみ、
可燃性粗大ごみ）
菊池環境工場
クリーンの森合志

（資源物、不燃物、
不燃性粗大ごみ）
環境美化センター

光の森 三里木 原水 肥後大津

菊陽バイパス 大津バイパス

詳しくは
こちら

令和８・９年度に町が発注する建設工事、測量・
建設コンサルタント、物品の製造・販売および役
務の提供などの入札に参加希望する人の入札参加
資格審査申請（指名願）の受け付けを開始します。

詳しくはこちら→

昨年からの変更点
　今回より、インターネットを利用した電子申
請に変わります。
　申請書類は、インターネットの専用申請サイ
トにアップロードして提出してください。やむ
を得ず、電子申請が利用できない場合は、ご相
談ください。

詳しくはこちら→


